
（運用開始日：令和８年１月１日）

安城市都市公園（グラウンド）団体利用申込みの流れ

利用日は、申込月から２か月以内の月ですか。
例：６月１０日に８月２６日の利用申込みをする

市役所公園緑地課で抽選受付
（名鉄本線より南の公園のみ対象）

毎月２０日から５開庁日
午前８時３０分〜午後５時１５分
抽選受付期間終了後に市が抽選で
利用団体を決定します。

柿田公園管理事務所で抽選受付
（名鉄本線より北の公園のみ対象）

毎月２０日から５開館日
午前８時３０分〜午後５時１５分
抽選受付期間終了後に市が抽選で
利用団体を決定します。

利用する公園は、名鉄本線より北又は南ですか。

北 南

�市役所の開庁日�
⼟・日・祝日及び年末年始を除く午前８時３０分〜午後５時１５分

ＴＥＬ：０５６６−７１−２２４４

�柿田公園管理事務所の開館日�
平日の月曜及び年末年始を除く午前８時３０分〜午後５時１５分

ＴＥＬ：０５６６−９８−３７８４

つぎの２つの条件を満たしている団体ですか。
・安城市内在住者で構成される１０名以上の団体
・申込者が安城市内在住の方

団体利用申込みはできません
ご理解をお願いします。

はい

いいえ

他の団体等から問合せがあった場合に、
団体名、申込者氏名及び連絡先を

情報提供することについてご了承いただけますか。

市役所公園緑地課又は
柿田公園管理事務所で一般受付

（市内全ての公園が対象）
空き状況は電話で確認できますが、
申込みは市役所公園緑地課又は

柿田公園管理事務所までお越しください。
先着順で利用団体を決定します。

はい

いいえ

はい

※抽選受付は、利用日の３か月前の月の下旬に申込みを受付して、抽選受付期間終了後に市が抽選で利用
団体を決定します。一般受付は、利用日の２か月前の月の月初開庁日の午前８時３０分又は午後２時から
（公園によって時間が異なる）、先着順で利用団体を決定します。詳しくは「安城市都市公園（グラウン
ド）団体利用申込みについて」をご確認ください。

いいえ


